
5建設機械施工 Vol.75　No.9　September　2023

高　松　達　朗・木　下　誠　一

建設業における労働災害の発生状況は長期的には減少傾向であるが，今もなお多くの尊い命が亡くなっ
ている。建設業は「人材」で成り立っており，建設工事従事者の安全及び健康の確保は，建設工事の大前
提であり，建設業の担い手の確保のためにも最優先事項であることから，建設業における災害の一層の減
少に向けて，官民ともに実効性のある取組を推進する必要がある。

本稿では，令和 5 年 6 月には建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する総合的かつ計画的な推進を
図るための基本計画が変更されたことを契機に，建設業における労働災害の中で，最も多くの割合を占め
ている墜落・転落による災害への対策や，建設工事における安全衛生経費が下請負人まで確実に支払われ
る施策を始めとする，厚生労働省及び国土交通省の建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する取組を
紹介する。
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1．はじめに

建設業における労働災害は，長期的には大きく減少
しているが，今もなお年間約 300 人（図─ 1）が死亡
し，約 15,000 人が休業 4 日以上の死傷（図─ 2）をし
ており，いわゆる一人親方や自営業主・家族従事者を
含めた建設工事従事者全体では，墜落災害をはじめと
する建設工事の現場での災害により，年間約 350 人も
の尊い命が亡くなっていることを重く受け止め，建設

業における災害の撲滅に向けて一層の実効性のある取
組を推進する必要がある。

このような状況を踏まえ，公共工事のみならず全て
の建設工事について建設工事従事者の安全及び健康の
確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた
め，その施策の基本となる事項を定めた「建設工事従
事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」（以
下「職人基本法」という）が平成 29 年 3 月に施行さ
れた。また，職人基本法第 8 条に基づき，平成 29 年

建設業における安全衛生をめぐる現状
行政情報

特集＞＞＞　安全対策・労働災害防止

図─ 2　建設業における休業 4日以上の死傷災害発生状況

図─ 1　建設業における死亡災害発生状況
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6 月に「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関す
る基本的な計画」（以下「基本計画」という）が閣議
決定された。その後の建設工事従事者に係る状況変化
等を踏まえ，令和 5 年 6 月に基本計画の変更が閣議決
定された。

厚生労働省及び国土交通省では，関係機関や業界団
体等とも連携して基本計画に基づき施策を進めている
ところである。

本稿では，令和 5 年 6 月の基本計画の変更の概要と
基本計画に基づき進めている主な施策を紹介する。

2．基本計画の変更

基本計画は，職人基本法第 8 条において，政府が，
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の
総合的かつ計画的な推進を図るため定めることとされ
ており，平成 29 年 6 月に閣議決定された。

職人基本法では「少なくとも 5 年ごとに，基本計画
に検討を加え，必要があると認めるときには，これを
変更しなければならない。」と規定されていることか
ら，厚生労働省及び国土交通省において必要な検討を
加え，令和 5 年 6 月に基本計画の変更が閣議決定され
た。

（1）基本計画策定後の状況の変化への対応
基本計画が策定された平成 29 年以降の，以下のよ

うな建設工事従事者に係る状況変化等を踏まえ，基本
計画の変更を行った。
① 気候変動の影響，石綿を用いた建築物の解体工事の

増加，新興・再興感染症の発生・拡大等
②女性，外国人労働者，高年齢労働者等人材の多様化
③ 新・担い手 3 法 a），労働基準法を踏まえた働き方改

革，処遇改善等
④ インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーショ

ン（DX）が危険作業等の減少や建設現場の環境改
善に寄与することへの期待

（2）基本計画に基づく施策の推進成果の反映
以下の基本計画に基づく施策の推進成果を反映し

た。
① 「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強

化に関する実務者会合報告書」  

（令和 4 年 10 月　厚生労働省実務者会合）
② 「建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに

向けて（提言）」  
（令和 4 年 6 月　国土交通省実務者検討会）

③ 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
の改訂  

（令和 4 年 4 月　国土交通省）

（3）主な変更内容
（a）安全衛生経費に関する記載の充実
① 安全衛生対策項目の確認表，安全衛生経費を内訳

明示するための標準見積書の作成・普及
② 発注者，建設業者及び国民一般に対する安全衛生

経費の戦略的広報の実施
（b）一人親方に関する記載の充実
①一人親方との取引の適正化等の周知

（c） 建設工事の現場の安全性の点検等に関する記載
の充実

① 建設機械施工の自動化・遠隔化やロボットの活用
等インフラ分野の DX において，安全な工法等の
研究開発・普及

（d） 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上
に関する記載の充実

① 新・担い手 3 法や労働基準法を踏まえた「働き方
改革」の推進，処遇の改善，インフラ分野の DX
の推進

②職業訓練の実施による事業主への支援等
（e） 墜落・転落災害の防止対策の充実強化に関する

記載の充実
① 屋根・屋上等の端，低所（はしご・脚立）からの

墜落・転落災害防止対策のためのマニュアルの作
成・普及

② 足場点検の確実な実施のための措置の充実，一側
足場の使用範囲の明確化

③ 足場の組立・解体中の墜落・転落防止対策の充実
強化

（f）健康確保対策の強化に関する記載の追記
①熱中症，騒音による健康障害防止対策
②解体・改修工事における石綿ばく露防止対策等
③新興・再興感染症への対応

（g） 人材の多様化に対応した建設現場の安全健康
確保，職場環境改善に関する記載の追記

①女性の活躍促進のための取組
②増加する外国人労働者の労働災害への対応方法等
③高年齢労働者の安全と健康の確保につながる取組

a）�「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律（令和元年法律第 30号）」及び「公共工事の品質
確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第35号）」
をいう。



7建設機械施工 Vol.75　No.9　September　2023

3． 安全衛生対策経費の適切な支払いのため
の実効性ある施策

当初の基本計画において，建設工事従事者の安全及
び健康の確保は，建設工事の請負契約において適正な
請負代金の額が定められ，これが確実に履行されるこ
とが重要である。一方，安全衛生経費については，建
設工事の工種，工事規模，施工場所等により異なるた
め，その実態を踏まえ，適切かつ明確な積算がなされ
下請負人まで確実に支払われるような実効性のある施
策を検討し実施することとされた。

このため，安全衛生経費が下請負人まで確実に支払
われるような実効性のある施策を検討するため，学識
経験者や建設業関係団体等から構成される「建設工事
における安全衛生経費の確保に関する実務者検討会」

（以下「実務者検討会」という）（座長：芝浦工業大学 
蟹澤宏剛教授）を設置し，平成 30 年 6 月から，計 7
回にわたり検討を行い，「建設工事における安全衛生
経費の適切な支払いに向けて（提言）」（以下「提言」
という）が令和 4 年 6 月にとりまとめられた。

また，この提言を踏まえて，安全衛生経費の適切な
支払いのための実効性ある施策として，「安全衛生対
策項目の確認表」と安全衛生経費を内訳として明示す
るための「標準見積書」の作成・普及に関して検討す
るため，学識経験者や建設業関係団体等から構成され
る「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関す
る WG（以下「WG」という）」（座長：芝浦工業大学 
蟹澤宏剛教授）を令和 4 年 11 月に設置し検討を進め
ている。

（1） 建設工事における安全衛生経費の適切な支払
いに向けて（提言）

令和 4 年 6 月にとりまとめられた提言の概要を以下
に示す。
（a）基本的な考え方
「人材」で成り立つ建設業において，建設工事従事

者の安全及び健康の確保は，建設工事の大前提であ
り，最優先事項であるとの認識のもと，建設工事にお
ける安全衛生経費の適切な支払いのための施策の具体
化や継続的な進化に取り組む。

①安全衛生経費の「見える化」
②安全衛生経費に関する意識改革
③ 安全衛生経費の適切な支払いに向けた取組のフォ

ローアップ・進化
（b） 安全衛生経費の適切な支払いのための実効性

ある施策

① 「安全衛生対策項目の確認表」と安全衛生経費の
内訳明示のための「標準見積書」の作成・普及

　・ 元下間における安全衛生対策の認識のズレの解
消や安全衛生意識の共有を図るため，建設工事
の工種毎に安全衛生対策項目の確認表を作成
し，その普及を図る。

　・ 下請企業が元請企業（直近上位の注文者）に対
して提出する見積書について，従来の総額によ
るものではなく，その中に含まれる安全衛生経
費を内訳として明示するための「標準見積書」
を作成し，その普及を図る。

② 安全衛生経費の必要性や重要性に関する戦略的広
報

　・ 適切な安全衛生経費の確保のためのリーフレッ
トの充実

　・ インターネットやソーシャルメディアでの情報
発信

　・ 安全衛生経費の確保に関するポスターの作成・
配布

　・全国安全週間などでの集中的な広報
　・発注者向けのリーフレットの作成
　・一人親方向けリーフレットの作成
③施策を体系的に進めるための仕組み構築
　・ 安全衛生経費の実態に関するフォローアップ調

査
　・人材の育成
　・ 各主体がまとめたガイドブック・事例等をホー

ムページで一元化
　・ 建設業法第 19 条の 3（不当に低い請負代金の

禁止）の徹底

（2） 安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に
関するWG

WG では，令和 4 年度には「安全衛生対策項目の確
認表」，令和 5 年度に「標準見積書」の検討を行い，
平行して安全衛生経費の必要性や重要性に関する戦略
的広報についても検討することとした。
（a）安全衛生対策項目の確認表
提言において「建設工事の工種毎に安全衛生対策項

目の確認表を作成し，その普及を図る。」とされてい
ることを踏まえ，先行的に「型枠，管，内装仕上，外
部足場，住宅」の 5 工種を対象に検討・作成に取り組
むこととし，工種毎に関連する専門工事業団体等や元
請の立場等から建設業団体等からなる各工種の検討
チームを設置し，協力を得ながら進めることとした。

安全衛生対策項目の確認表を作成するために，労働
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安全衛生法，労働安全衛生規則，それに基づく省令等
から，建設工事で必要となる安全衛生対策項目を約
1,700 項目抽出し，労働安全衛生法の章立てに基づき
整理し大中小の項目に分類したデータベースとして整
理した。

データベースの大項目と現場で特に必要性が高いと
考えられる中項目の対策を抽出し，確認表（全体素案）
として整理し，それをたたき台として検討チーム毎に
各工種における確認表の検討を行った。

確認表（全体素案）に対しての検討チームの意見と
しては，建設業団体等からは「統一様式を作成し現場
の特殊性に応じて追記出来る欄を設ける方が良い。」，

「対策項目は個別の記述を増やさなくて良い。」といっ
た意見があった一方，専門工事業団体からは確認表に
必要な対策項目に各工種によってばらつきが出たこと
から，WG において，確認表のとりまとめの方向性を
以下のとおりとした。
・ 安全衛生対策については，各工種の実情を踏まえ，

確実に実施されることが重要であることから，元請・
下請の役割を確認できるよう，また，下下間での活
用も踏まえ，工種毎に確認表を作成する。

・ 安全衛生対策項目の参考ひな型を作成することによ
り，他の工種における安全衛生対策項目の確認表の
検討促進に活用する。

・ 参考ひな型の記載については，工種により対象機種
が異なるため，細かな例示とはしない。
上記の取りまとめ方針に従い，検討チームから意見

を伺いながら検討を行い，第 3 回 WG において安全
衛生対策項目の確認表（参考ひな型案）が概ね取りま
とめられた。その考え方を以下に示す。
・ 確認表は，建設工事従事者の安全及び健康を確保す

る上で必要な対策であり，元下間・下下間の請負契
約で行う「当該工事」において必要となる安全衛生
対策を明確にするため，活用するもの。

・ 元下間・下下間で実施分担等を確認する必要性の高
い項目については，確認表のチェック欄を用いて確
認する。

・ 法令等により安全衛生対策の実施者が明らかな項目
については，チェック欄を設けないものの，主な項
目については確認表に記載することにより，元下間・
下下間で安全衛生意識の共有を図る。

・ 今後，確認表の活用を広く促進できるよう，確認表
の考え方や活用方法について説明書を作成する。
現在（7 月末時点），参考ひな型及び各工種の確認

表の最終確認等を行うとともに，説明書の検討を進め
ているところであり，公表後においては，参考ひな型

を参考にその他の工種における確認表の作成・普及を
進めていく。

また，本年度は，下請企業が元請企業（直近上位の
注文者）に対して提出する見積書について，従来の総
額によるものではなく，その中に含まれる安全衛生経
費を内訳として明示するための「標準見積書」を WG
において検討・作成に取り組んでいく。
（b） 安全衛生経費の必要性・重要性に関する戦略

的広報
国土交通省では，安全衛生経費の確保の必要性や重

要性について，これまで，「建設業法令遵守ガイドラ
イン」の策定やリーフレット「安全な建設工事のため
に適切な安全衛生経費の確保が必要です」の作成・配
布などを通じて，建設業者等に対してその周知に努め
てきているが，提言では，地方公共団体や民間企業な
どの発注者，元請や下請となる建設業者，国民に対し
てよく理解されるよう，また，下請から元請等に対し，
安全衛生経費を要求しやすい環境整備のために，安全
衛生経費の必要性や重要性に関して戦略的な広報に取
り組むことが必要とされた。

検討チームからの意見も含めWGで議論した結果，
「効果的に広報を行うために厚生労働省や関係団体と
連携して行うことが必要」，「個人の発注者向けリーフ
レットは工務店が個人の発注者に説明出来るよう工夫
が必要」，「住宅リフォームの個人の発注者の理解を得
るため，当該発注者への説明を行うリフォーム取扱店
の窓口担当者に対する広報が必要」などの意見をいた
だき，戦略的広報の方向性を作成した。概念図を図─
3 に示す。

4．足場からの墜落・転落災害防止の充実

建設業における労働災害の中でも，墜落・転落によ
る災害は，死亡者数の約 4 割，休業 4 日以上の死傷者
数の約 3 割を占めていることから（図─ 4，5），墜落・
転落の防止について実効性のある対策を講ずることが
急務となっている。

このような状況を踏まえ，令和 5 年 3 月に，足場か
らの墜落・転落災害防止対策の強化を内容とする改正
労働安全衛生規則（以下「改正安衛則」という）が公
布され，足場上での作業における安全確保対策が強化
された。これにより新たに事業者の義務となった事項
は次のとおりである。

このうち，（Ⅰ）の一側足場の使用範囲の明確化に
ついては，令和 6 年 4 月に施行され，それ以外につい
ては令和5年10月に施行されるので御留意願いたい。
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（Ⅰ） 本足場を使用するために十分幅がある場所（幅
が 1 メートル以上の場所）においては，本足場
の使用が原則義務付けられた。

（Ⅱ） 足場の点検を行う際は，あらかじめ点検者を指
名することが義務付けられた。

（Ⅲ） 足場の組立て，一部解体，変更等の後の足場の

点検後に，点検者の氏名を記録・保存すること
が義務付けられた。

以下で，その詳細について説明する。

（1）一側足場の使用範囲の明確化について
令和 6 年 4 月 1 日以降，幅が 1 メートル以上の箇所

において足場を使用するときは，原則として本足場を
使用する必要がある。なお，つり足場の場合や，障害
物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本
足場を使用することが困難なときは，本足場を使用し
なくても差し支えない。
（a）「幅が 1 メートル以上の箇所」に関する留意点
「幅が 1 メートル以上の箇所」とは，足場を設ける

床面において，当該足場を使用する建築物等の外面を
起点としたはり間方向の水平距離が 1 メートル以上あ
る箇所のことをいう。

しかしながら，足場設置のため確保した箇所の一部
が公道にかかる場合，使用許可が得られない場合，そ
の他当該箇所が注文者，施工業者，工事関係者の管理
の範囲外である場合等については，「幅が 1 メートル
以上の箇所」には含まれない。

なお，足場の使用に当たっては，可能な限り「幅が
1 メートル以上の箇所」を確保する必要がある。
（b）「障害物の存在その他の足場を使用する状況に

より本足場を使用することが困難なとき」について足
場の設置箇所として 1 メートル以上の幅を確保した場
合でも，障害物の存在その他の足場を使用する状況に
より本足場を使用することが困難なときは，本足場を
使用しなくても（一側足場を使用しても）差し支えな
い。このような場合は以下のとおりである。

図─ 3　戦略的広報の方向性

図─ 4　建設業における死亡災害の型別内訳（令和 3年）

図─ 5　建設業における休業 4日以上の死傷災害の型別内訳（令和 3年）
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① 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障
害物があり，建地を2本設置することが困難なとき。

② 建築物の外面の形状が複雑で，1 メートル未満ごと
に当該足場に隅角部を設ける必要があるとき。

③ 屋根等に足場を設けるとき等，足場を設ける床面に
著しい傾斜，凹凸等があり，建地を 2 本設置するこ
とが困難なとき。

④ 本足場を使用することにより建築物等と足場の作業
床との間隔が広くなり，墜落・転落のリスクが高ま
るとき。なお，足場の使用に当たっては，建築物等
と足場の作業床との間隔は 30 センチメートル以内
とすることが望ましいものである。
 なお，足場を設ける箇所の一部に撤去名困難な障害
物があるとき等において，建地の一部を 1 本とする
場合は，足場の動揺や倒壊を防止するのに十分な強
度を有する構造とする必要がある。

（2）足場の点検時の点検者の指名について
令和 5 年 10 月 1 日以降，足場の点検を行う際は，

あらかじめ点検者を指名する必要がある。
（a）指名の方法
点検者の指名は，「書面で伝達」，「朝礼等に際し口

頭で伝達」，「メール，電話等で伝達」，「あらかじめ点
検者の指名順を決めてその順番を伝達」等，点検者自
らが点検者であるという認識を持ち，責任を持って点
検ができる方法で行う必要がある。
（b）点検者等について
事業者又は注文者が行う足場の組立て，一部解体ま

たは一部変更等の後の点検は，　
① 足場の組立て等作業主任者であって，足場の組立て

等作業主任者能力向上教育を受講した者。
② 労働安全コンサルタント（試験の区分が土木または

建築である者）等労働安全衛生法第 88 条に基づく
足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必
要な資格を有する者。

③ 全国仮設事案全事業協同組合が行う「仮設安全監理

者資格取得講習」を受講した者。
④ 建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のた

めの足場点検実務研修」を受講した者等十分な知識・
経験を有する者を指名することが適切である。ま
た，「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用
することが望ましいものである。

（3）点検者の氏名の記録・保存の義務付けについて
令和 5 年 10 月 1 日以降，事業者又は注文者が行う

足場の組立て，一部解体又は一部変更等の後の点検後
に，（2）で指名した点検者の氏名を記録及び保存する
必要がある。

足場の点検後の記録及び保存に当たっては，「足場
等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望
ましいものである。

5．おわりに

今後も，職人基本法や基本計画に基づき，関係省庁
や建設業団体等とも連携しながら，建設工事従事者の
安全及び健康の確保に関する取組を推進していくた
め，建設関係者におかれては御理解いただくととも
に，施策の推進に御協力いただきたい。
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